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居住に課題を抱える人（住宅確保要配慮者）
に対する居住支援について

居住に課題を抱える人（住宅確保要配慮者）

現状と課題

・低家賃の住宅が少なく、住宅確保要配慮者には民間賃貸住宅において入居拒否の傾向が
ある。

・連帯保証人、緊急時の連絡体制の確保や一定の生活支援が必要な住宅確保要配慮者もい
る。

必要な対応

・連帯保証人や緊急時の連絡先の確保、訪問などによる見守り支援などといったソフト面
での対応

・住宅確保要配慮者の入居を拒まない低家賃の住宅の確保などといったハード面での対応

⇒ソフト面とハード面での連携した対応が必要

・低額所得者、高齢者、障害者 など

・住宅セーフティネット法では「住宅確保要配慮者」と定義されている

居住に課題を抱える人とは
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居住支援の全体像

国のみならず自治体においても、福祉・住宅部局間での情報共有・連携強化を図るとともに、以下に記載している
居住に係るハード・ソフトの両施策を一体的に実施するなどにより、居住に困難を抱える者へ必要な支援が届くよ
う取り組んでいく。

ソフト面の支援例ソフト面の支援例

【新たな住宅セーフティネット制度】

高齢者、障害者、子育て世帯、低額所得者などの住宅確保要配慮者に対し、民間の空き家・空き室を活用した入居を拒まない賃
貸住宅（住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅）の供給を促進する。併せて、専用住宅の改修費や家賃低廉化等への支援や、入
居相談や見守りなどの生活支援を行う居住支援協議会や居住支援法人への活動支援等を行う。

ハード面の支援例ハード面の支援例

【高齢者の安心な住まいの確保に資する事業】

空き家等の民間賃貸住宅や集合住宅等に入居する高齢者を
対象に、安否確認、緊急時の対応等を行う生活援助員を派
遣するなど、地域の実情に応じた、高齢者の安心な住まいを
確保するための事業を行う。 ※地域支援事業の１メニュー

【生活困窮者地域居住支援事業】

シェルター等を退所した者や、居住に困難を抱える者であっ
て、地域社会から孤立した状態にある低所得者等を対象に、
訪問等による見守りなど居住を安定して継続するための支援
や入居に当たっての支援、情報収集や担い手開拓等の環境
整備を行う。※平成31年度から困窮法の一時生活支援事業として実施。

【自立生活援助】

障害者支援施設やグループホーム等から地域での一人暮ら
しに移行した障害者等に対し、地域生活支援員が定期的な
居宅訪問等により日常生活における課題を把握し、必要な助
言や関係機関との連絡調整を行う。
※障害者総合支援法に基づくサービス（平成30年4月１日施行）

【社会的養護自立支援事業等】

里親等への委託や児童養護施設等への入所措置を受けて
いた者に対して、必要に応じて措置解除後も原則２２歳の年
度末までの間、引き続き里親家庭や施設等に居住するため
の支援などを提供するとともに、生活・就労相談や、賃貸住
宅の賃借時等に身元保証を行う。

○ 高齢者

○ 空き家等の民間賃貸住宅や、高齢者の
生活特性に配慮した公的賃貸住宅（シル
バーハウジング）、サービス付き高齢者
向け住宅、多くの高齢者が居住する集合
住宅等への高齢者の円滑な入居を進めら
れるよう、これらの住宅に関する情報提
供、入居に関する相談及び助言並びに不
動産関係団体等との連携による入居支援
等を実施するとともに、これらの住宅の
入居者を対象に、日常生活上の生活相
談・指導、安否確認、緊急時の対応や一
時的な家事援助等を行う生活援助員を派
遣し、関係機関・関係団体等による支援
体制を構築する等、地域の実情に応じた、
高齢者の安心な住まいを確保するための
事業を行う。

支援内容

○ 平成２６年度から「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」を行っているが、平成２９年度以降は、各地域
で行われている先進的・効果的な取組について、地域支援事業を始め、様々な方策を活用等しながら全国展開を図っ
ていく。

○ 具体的には、地域支援事業の一つにある「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」について、入居に係る支援
等の内容をより明確にした上で、事業の拡充を行う。

家主

地域住民

病院

空き家・空き
部屋の活用 地

域
連
携
・
協
働
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

団地

戸建て

地域ごとに互助
（互いの見守り） 相談援助や

見守り

社会福祉法人
・NPO法人等

①住まいの確保支援

事業実施主体
（社会福祉法人・
NPO法人等）

地域包括支援センター

福祉事務所

住宅情報の提供・相談・
入居支援

地域支援
の拠点

②生活支援

（事業のイメージ）

低所得・低資産、家族が
いない、社会的なつなが
りによる支援が乏しい、
心身の状況の低下により、
居住の継続が困難等

不動産仲介業者

【高齢者】「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」の実施

○ 市町村等

実施自治体対象者
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① 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に
不安がある者

② 現に、一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な者
③ 障害、疾病等の家族と同居しており（障害者同士で結婚している場合を含む）、家族による支援が見込めないため、実質
的に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な者

※自立生活援助による支援が必要な者（例）
○地域移行支援の対象要件に該当する施設に入所していた者や精神科病院に入院していた者等であり、理解力や生活力を補う観点

から支援が必要と認められる場合
○人間関係や環境の変化等によって、１人暮らしや地域生活を継続することが困難と認められる場合（家族の死亡、入退院の繰り返し 等）
○その他、市町村審査会における個別審査を経てその必要性を判断した上で適当と認められる場合

※家族による支援が見込めないと判断する場合（例）
○同居している家族が、障害のため介護や移動支援が必要である等、障害福祉サービスを利用して生活を営んでいる場合
○同居している家族が、疾病のため入院を繰り返したり、自宅での療養が必要な場合
○同居している家族が、高齢のため寝たきりの状態である等、介護サービスを利用して生活を営んでいる場合
○その他、同居している家族の状況等を踏まえ、利用者への支援を行うことが困難であると認められる場合

【障害者】地域生活を支援する新たなサービス（自立生活援助）の創設

対象者

○ 理解力や生活力等に不安がある者に対して、一定の期間（原則１年間）にわたり、自立生活援助事業所の従業者が定期的な
居宅訪問や随時の通報を受けて行う訪問、当該利用者からの相談対応等より、当該利用者の日常生活における課題を把握し、
必要な情報の提供及び助言、関係機関との連絡調整等を行う。

※市町村審査会における個別審査を経てその必要性を判断した上で適当と認められる場合は更新可能

支援内容

○ 平成28年の障害者総合支援法改正において、障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障
害者や精神障害者などについて、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随
時の対応により、障害者の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行う自立生活援助を創設。

（平成30年4月1日～）

施設､病院

計画相談支援
事業所

ｻｰﾋﾞｽ等利用計画の作成

一人暮らしの障害者 1人暮らしを支える
関係機関

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所
（日中活動、居宅ｻｰﾋﾞｽ）、
相談支援事業所、医療機関、
行政機関、民生委員等

連絡調整
（ｻｰﾋﾞｽ調整）

1人暮らし
の継続

一人暮らしが継続できる支援体制・環境・ｲﾝﾌｫｰﾏﾙな支え合いを整備！

連絡調整
（情報共有、情報提供）

支援のイメージ ①

一人暮らし
への移行

定期的な
居宅訪問

随時対応
（訪問、電話、
ﾒｰﾙ等）

相談

地域住民
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、自治会、

ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰ、家族、大家、
ｱﾊﾟｰﾄの管理会社等

関係構築

同行支援

支援のイメージ ②

日頃利用している障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所、
民生委員、地域住民 等

一人暮らしの障害者

障害、疾病等の家族と
同居している障害者

障害者世帯の障害者

人間関係、
生活環境の
変化 等

支援の
必要性

相談
連絡

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

地域移行支援の活用

ｲﾝﾌｫｰﾏﾙな支え合い・
地域定着支援の活用

円滑な引継

円滑な引継

支援開始

自治体（障害福祉担当）

相談支援事業所

本人、家族との面談
関係機関や地域住民からの聞き取り
↓
人間関係の再構築
生活環境の改善に関する助言
障害福祉サービスの調整
↓
定期的な巡回訪問
随時対応
関係機関との連絡調整

1人暮らし
の継続

自立生活援助事業所

相談 連絡

課題把握

自立生活援助事業所
常時の連絡体制を確保

助言
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①居住を安定して継続するための
支援

・訪問等による居宅における見守り
支援

・地域とのつながり促進支援 等

②入居に当たっての支援
・不動産業者等への同行支援 等

③環境整備
・保証人や緊急連絡先が不要な物件、

低廉な家賃の物件情報の収集
・民間の家賃債務保証や協力を得や

すい不動産事業者等の情報収集

支援内容

【生活困窮者】生活困窮者地域居住支援事業

○ 福祉事務所設置自治体

実施自治体

環境整備

個別支援

○ 生活困窮者・
ホームレス自立
支援センター、
生活困窮者緊急
一時宿泊施設
（シェルター）
等における一定
期間の衣食住の
提供 等

一時的居住のフェーズ
《一定の住居を持たない生活困窮者》

恒久的居住のフェーズ

（
支
援
終
了
後
を
見
据
え
た
）

支
援
体
制
の
構
築
支
援

○ シェルター等を退所した者や、居
住に困難を抱える者であって、地域社
会から孤立した状態にある低所得者等
を対象に、訪問等による居宅における
見守り支援や地域とのつながり促進支
援（※）などの、自立した生活に向け
た“アフターフォロー”を実施。

※ 「地域とのつながり促進支援」とは、共同
利用のリビングを設けるなどにより、日常生
活上の相談に応じたり、緊急事態が生じた場
合に対応できるよう、地域住民や近隣に居住
する低所得者同士の家族的な助け合いの環境
づくりの支援をいう。

○ 自治体において様々な居住支援サービスの情報を収集した上で、取り組みが低調なサービスはその
担い手を開拓、確保する。

・保証人や緊急連絡先が不要な物件や低廉な家賃の物件情報を収集。
・民間の家賃債務保証や協力を得やすい不動産事業者等の情報収集。
・緊急連絡先の代わりになりうる、見守り・安否確認サービス等の情報について、市町村の福祉担当や社会福祉協議会
などから収集。

・家賃債務保証や緊急連絡先の引き受けについて、社会福祉法人等に打診、スキームづくり。
・緊急連絡先がなくても入居時に制限がかからない、安価な住居を自ら提供する社会福祉法人等を開拓。

〇 居住支援関係機関（宅地建物取引業者、家主、居住支援法人、居住支援協議会等）等との連携体制
を確保する。

安
定
し
た
地
域
生
活

○ 不動産業者等に同行し、物件
や家賃債務保証業者探し、賃貸借
契約などの支援を行うとともに円
滑な入居を支援。

○ 病院のMSW等と連携し、退
院・退所後に居住支援を必要とす
る者を把握した上で、自立相談支
援事業における継続的な支援を行
う。
→ 適切な住居の確保のための専門的視
点を有した上で、宅地建物取引業者、家
主、住宅セーフティネット法に基づく居
住支援法人などと連携した支援が必要。

社会福祉協議会
社会福祉法人

一時的居住の確保 入居に当たっての支援 居住を安定して継続するための支援

○ シェルター等を退所した者
○ 社会的孤立状態にある低所得
者等
・シェルター等を利用していた者
・地域で単身等で居住し、地域社

会から 孤立した状態にある者

対象者

○ 現行の一時生活支援事業（シェルター等における生活困窮者に対する一定期間の衣食住の提供）【補助率2/3】を拡充し、
シェルター等を退所した者、居住に困難を抱える者であって地域社会から孤立した状態にある低所得者等に対して一定期間
（１年間（予定）） 、訪問による見守りや生活支援等日常生活を営むのに必要な支援を追加することにより居住支援を強化。

○ 里親等への委託や児童養護施設等への入所措置を受けていた者に対して、必要に応じて措置解除後も原則２２歳の
年度末までの間、引き続き里親家庭や施設等に居住するための支援などを提供するとともに、生活・就労相談や、賃
貸住宅の賃借時等に身元保証を行う。

○里親等への委託や

児童養護施設等へ

の入所措置を受け

ていた者

対象者

【子ども】社会的養護自立支援事業等

○児童相談所設置自

治体

①社会的養護自立支援事業
里親等への委託や児童養護施設等への入所措置を受けていた者について、必要に応じて１

８歳（措置延長の場合は２０歳）到達後も原則２２歳の年度末までの間、引き続き里親家庭
や施設等に居住するための必要な支援などを提供するとともに、生活相談や就労相談等を行
う事業に要する費用を補助。

②身元保証人確保対策事業
児童養護施設や婦人保護施設等を退所する子どもや女性が就職したり、アパート等を賃借

する際に、施設長等が身元保証人となる場合の損害保険契約の保険料に対して補助を行う。

支援内容

実施自治体

支援担当者会議の開催
（本人・児相・里親・職員等）

↓
継続支援計画の作成
（措置解除前に作成）

22歳

対象者の状況に応じて必要な支援を実施

里親・児童養護施設等
18歳

支援コーディネーター
（全体を統括）

（措置延長の場合は20歳）

関係機関と連携しながら、継続支援計画に基づく支援状況を把握し、生活状況の変化など
に応じて計画を見直し

里親・児童養護施設等
≪拡充≫母子生活支援施設を追加

家庭復帰・自立

生活相談支援担当職員（生活相談支援）
・居住、家庭、交友関係・将来への不安等に関する生活上の相談支援

・対象者が気軽に集まる場を提供する等の自助グループ活動の育成支援 等

措
置
解
除

※家賃・生活費について「自立支援資金貸付事業」
の活用が可能

就労相談支援担当職員（就労相談支援）
・雇用先となる職場の開拓 ・就職面接等のアドバイス

・事業主からの相談対応を含む就職後のフォローアップ 等

身元保証（就職時、賃貸住宅等の賃借時、大学等進学時の身元保証（身元保証人（里親、施設長等）の損害保険料を支援））

・居住費支援（里親・施設の居住費を支援）
・生活費支援（大学進学者等の生活費を支援）
・学習費等支援（進学希望者の学習塾費等を支援）≪新規≫
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③ 住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

② 専用住宅の改修・入居への経済的支援

① 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

新たな住宅セーフティネット制度の枠組み

※ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）の一部を改正する法律
（平成29年4月26日公布 10月25日施行）

賃
貸
人

保
証
会
社

要
配
慮
者

入居

都道府県等

登録 情報提供

要配慮者の入居を
拒まない住宅（登録住宅）

家賃・家賃債務
保証料の低廉化

・改修費補助
（立上り期に国の直接

補助あり）

・家賃低廉化補助
・改修費融資

（住宅金融支援機構）

・家賃債務
保証料補助

居住支援協議会

不動産関係団体
宅地建物取引業者

賃貸住宅管理業者、家主等

居住支援団体
居住支援法人

社会福祉法人、ＮＰＯ等

地方公共団体
（住宅部局・福祉部局）

居
住
支
援
法
人

入居
支援等

居住支援活動への補助

【新たな住宅セーフティネット制度のイメージ】

国と地方公共団体等
による支援

新たな住宅セーフティネット制度の施行状況について（H31/2/15時点）

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）の一部を改正する法律
（平成29年4月26日公布 10月25日施行）

【新たな住宅セーフティネット制度の施行状況】

施行状況 備考

住宅確保要配慮者
円滑入居賃貸住宅
の登録

７，６７６戸
（４１都道府県）

北海道３２戸、青森県４戸、岩手県２戸、宮城県５１戸、秋田県２２戸、山形県３５戸、
福島県１０戸、茨城県１５戸、群馬県７４戸、埼玉県２８戸、千葉県３８戸、東京都２８８戸、
神奈川県１７６戸、山梨県３５５戸、岐阜県１８０戸、静岡県３８戸、愛知県５７１戸、
三重県６戸、新潟県２戸、富山県１戸、石川県４５戸、福井県１８戸、京都府１５戸、
大阪府５，３７６戸、兵庫県５９戸、奈良県１７戸、鳥取県１２戸、岡山県８１戸、山口県７戸、
徳島県８戸、香川県２戸、愛媛県３戸、高知県２戸、福岡県６戸、佐賀県５戸、長崎県３０戸、
熊本県４戸、大分県２戸、宮崎県２戸、鹿児島県５０戸、沖縄県４戸

居住支援法人
の指定

１９１者
（３７都道府県）

北海道９者、岩手県２者、宮城県４者、福島県４者、茨城県２者、群馬県２者、埼玉県３者、
千葉県６者、東京都１５者、神奈川県７者、新潟県１者、石川県２者、福井県４者、
山梨県２者、長野県１者、岐阜県２者、静岡県２者、愛知県１５者、京都府２者、
大阪府４７者、兵庫県５者、奈良県３者、和歌山県３者、岡山県４者、広島県２者、
山口県３者、香川県２者、愛媛県２者、高知県２者、福岡県１５者、佐賀県３者、長崎県１者、
熊本県９者、大分県２者、宮崎県１者、鹿児島県１者、沖縄県１者

居住支援協議会
の設立

７７協議会

４７都道府県
３０市区町（北海道本別町、鶴岡市、船橋市、千代田区、文京区、江東区、世田谷区、
杉並区、豊島区、板橋区、江戸川区、八王子市、調布市、日野市、多摩市、横浜市、
川崎市、名古屋市、岐阜市、京都市、豊中市、神戸市、宝塚市、姫路市、広島市、
北九州市、福岡市、大牟田市、うきは市、熊本市）

家賃債務保証業者
の登録

５９者

供給促進計画
の策定

２０都道府県 ３市町
北海道、青森県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、東京都、山梨県、岐阜県、静岡県、
大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県、香川県、愛媛県、長崎県、宮崎県、沖縄県、
盛岡市、横浜市、栃木県茂木町

※受付・審査中の2,487戸
を合わせると10,163戸

うち入居中 ６，０７２戸
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住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度 （要配慮者の範囲と登録基準）

① 低額所得者
（月収15.8万円（収入分位25％）以下）

② 被災者（発災後３年以内）
③ 高齢者
④ 障害者
⑤ 子ども（高校生相当まで）を養育して

いる者
⑥ 住宅の確保に特に配慮を要するもの

として国土交通省令で定める者

住宅確保要配慮者の範囲

・外国人 等
（条約や他法令に、居住の確保に関する規定のある者を想定

しており、外国人のほか、中国残留邦人、児童虐待を受け
た者、ハンセン病療養所入所者、ＤＶ被害者、拉致被害者、
犯罪被害者、矯正施設退所者、生活困窮者等）

・東日本大震災等の大規模災害の被災者
（発災後３年以上経過）

・都道府県や市区町村が
供給促進計画において定める者

※ 地域の実情等に応じて、海外からの引揚者、新婚世帯、
原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、ＬＧ
ＢＴ、ＵＩＪターンによる転入者、これらの者に対して
必要な生活支援等を行う者などが考えらえる。

○ 規模
・床面積が一定の規模以上であること

※ 各戸25㎡以上
ただし、共用部分に共同で利用する台所等を備えることで、
各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保されるときは、
18㎡以上

※ 共同居住型住宅の場合、別途定める基準
○ 構造・設備

・耐震性を有すること
・一定の設備（台所、便所、浴室等）を設置していること

○ 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
○ 基本方針・地方公共団体が定める計画に照らして適切で

あること 等

住宅の登録基準

○ 住宅全体
・住宅全体の面積15 ㎡ × N ＋ 10㎡以上（N:居住人数、N≧２）

○ 専用居室
・専用居室の入居者は１人とする
・専用居室の面積９㎡以上（造り付けの収納の面積を含む）

○ 共用部分
・共用部分に、居間・食堂・台所、便所、洗面、洗濯室（場）、

浴室又はシャワー室を設ける
・便所、洗面、浴室又はシャワー室は、居住人数概ね５人につき

１箇所の割合で設ける

※ 地方公共団体が供給促進計画で定めることで、耐震性等を除く
基準の一部について、強化・緩和が可能

※ １戸から登録可能

共同居住型住宅の基準
国土交通省令で定める者

① 専用住宅に対する改修費補助【予算】

②（独）住宅金融支援機構による登録住宅に対する改良資金融資等
【法律・予算】

１．専用住宅等の改修に対する支援措置

（補助を受けた住宅は専用住宅化）

２．低額所得者の入居負担軽減のための支援措置【予算】
（専用の住宅として登録された住宅の場合）

補助対
象

① 家賃低廉化に要する費用 ②入居時の家賃債務保証料
（国費上限２万円／月・戸） （国費上限3万円／戸）

補助率 国１／２ ＋ 地方１／２（地方が実施する場合の間接補助）

入居者
要件等

入居者収入及び補助期間について一定要件あり

専用住宅の改修・入居への経済的支援制度 （支援措置の概要と活用例）

補助対象工事 バリアフリー工事、耐震改修工事、用途変更工事等

補助率

【補助金】：国１／３
（制度の立上り期、国の直接補助）

【交付金】：国１／３ ＋ 地方１／３
（地方公共団体が実施する場合の間接補助）

入居者要件等
入居者収入及び家賃水準（特に補助金）について一定
要件あり

支援措置の概要 セーフティネット住宅を活用したまちづくり例

まちなか ごちゃまぜ

＜専用の登録住宅改修補助＞
・1/3補助
・上限100万円×室数

※改修後、専用住宅として、
10年間以上使用が条件

＜補助対象＞
・調査・設計
・バリアフリー化工事
（外構部分含む）
・耐震化工事
・用途変更に伴う工事
（スプリンクラー工事を含む）
・防火・消火対策工事
・子育て世帯対応改修工事

※下線はH31予算案拡充事項
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住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援 （居住支援協議会と居住支援法人の概要）

○居住支援協議会は、住宅セーフティネット法に基づき、地方
公共団体、不動産関係団体、居住支援団体等が連携して設立

○要配慮者向けの住宅情報の提供や相談、紹介等の支援を実施

○平成31年1月末現在77協議会が設立（47都道府県、30区市町）

居住支援協議会の概要

居住支援協議会居住支援協議会

生活保護受給者等
就労自立促進事業協議会

地域住宅
協議会

(自立支援)
協議会

連
携

居住支援団体
居住支援法人

ＮＰＯ
社会福祉法人等

居住支援団体
居住支援法人

ＮＰＯ
社会福祉法人等

不動産関係団体
宅地建物取引業者
賃貸住宅管理業者

家主等

不動産関係団体
宅地建物取引業者
賃貸住宅管理業者

家主等

地方公共団体
（住宅・福祉部局）

都道府県・市町村

地方公共団体
（住宅・福祉部局）

都道府県・市町村

連携

○居住支援法人とは、住宅セーフティネット法に基づき、
居住支援を行う法人※として、都道府県が指定するもの

○都道府県は、住宅確保要配慮者の居住支援に係る新た
な担い手として、指定することが可能
※住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律第40条に規定する法人

● 居住支援法人に指定される法人

・NPO法人、一般社団法人、一般財団法人
（公益社団法人・財団法人を含む）

・社会福祉法人
・居住支援を目的とする会社 等

● 居住支援法人の行う業務

① 登録住宅の入居者への家賃債務保証
② 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る

情報提供・相談
③ 見守りなど要配慮者への生活支援
④ ①～③に附帯する業務

※ 居住支援法人は必ずしも①～④のすべての業務を行わな
ければならないものではない。

居住支援法人の概要

居住支援協議会や居住支援法人が行う住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅等への入居の円滑化に関する取組を支援
〔H31年度予算案〕重層的住宅セーフティネット構築支援事業（9.3億円）の内数（定額補助、補助限度額 1,000万円）

支援措置

○ 各ソフト面の施策の実施促進

○ 新たな住宅セーフティネット制度の普及促進（賃貸住宅の登録促進、代理納付（住宅扶助）の推進の手続等）

○ 福祉・住宅行政の連携の強化

・居住支援協議会の設置促進（住宅サイド、福祉サイド共通のプラットホームづくり）
・居住支援法人の指定促進（特に福祉サイドでの社会福祉法人、社会福祉協議会、ＮＰＯ等への働きかけ）

今後の取り組み

福祉・住宅行政の連携強化のための連絡協議会

○生活困窮者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭等のうち生活や住宅に配慮を要する方々の住まいの確保や生活の

安定、自立の促進に係るセーフティネット機能の強化に向けて、福祉行政と住宅行政のより一層の緊密な連携を図るため、

厚生労働省と国土交通省の関係部局長等による情報共有や協議を行うための標記連絡協議会を設置。

○第１回連絡協議会（平成28年12月22日）
・塩崎厚生労働大臣、末松国土交通副大臣より冒頭

挨拶
・施策の現状・課題等について両省より報告 等

○第２回連絡協議会（平成29年2月27日）

○第3回連絡協議会（平成29年6月29日）

○第4回連絡協議会（平成29年11月8日）

○第5回連絡協議会（平成30年9月25日）

開催状況

厚生労働省 社会・援護局長、社会・援護局審議官（福祉連携、社会、障害保健福祉、
児童福祉担当）

社会・援護局 保護課長、地域福祉課長、地域福祉課 生活困窮者自立
支援室長

障害保健福祉部長、障害保健福祉部 障害福祉課長
老健局長、老健局 高齢者支援課長
子ども家庭局長、子ども家庭局 家庭福祉課長、家庭福祉課 母子家
庭等自立支援室長

国土交通省 住宅局長、住宅局審議官
住宅局 住宅政策課長、住宅総合整備課長、住宅総合整備課 賃貸住

宅対策室長、安心居住推進課長
土地・建設産業局長、土地・建設産業局 不動産業課長

構成員
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地方ブロックにおける福祉・住宅行政の連携
生活困窮者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭等のうち生活や住宅に配慮を要する方々の住まいの確保
や生活の安定、自立の促進に係るセーフティネット機能の強化に向けて、厚生局と地方整備局が連携して、情
報交換やヒアリング等を行うことにより地方公共団体等への支援に取り組む。

＜相談会の様子＞

■市区町村居住支援協議会に係る情報交換会
地域の実情を踏まえた、よりきめ細やかな居住支援を実施
するため、居住支援協議会について、体制構築や運営にあ
たってのハードルを洗い出し、先進事例・関連事例の紹介・
意見交換等を通じて、市区町村単位の設立促進等を図る。

＜実績＞
○東北地方整備局、東北厚生局
・第１回：平成３１年１月２８日

○関東地方整備局、関東信越厚生局
・第１回：平成２９年６月２６日
・第２回：平成２９年１０月１８日
・第３回：平成３０年２月５日

○中部、北陸地方整備局、東海北陸厚生局
・第１回：平成２９年９月１５日
・第２回：平成２９年１１月１０日
・第３回：平成３０年４月２７日
・第４回：平成３０年１１月１日

○近畿地方整備局、近畿厚生局
・第１回：平成２９年９月１日
・第２回：平成２９年１１月２０日
・第３回：平成３０年３月９日

○中国地方整備局、中国四国厚生局
・第１回：平成３０年１０月２３日

○九州地方整備局、九州厚生局、沖縄総合事務局
・第１回：平成３１年１月２１日

＜情報交換会の様子＞

■市区町村への個別訪問等

■その他、両地方局開催会議の相互参加 等
＜平成29年度以降の実績＞
Ｈ２９．４ 第5回大規模集合住宅勉強会（厚生局主催：関東）
Ｈ２９．７ 厚生局課長会議（厚生局主催：関東）
Ｈ２９．７ 地域包括ケアに関する市町村向けセミナー（厚生局主催：九州）
Ｈ２９．７ 大規模集合住宅勉強会 団地視察（厚生局主催：関東）
Ｈ３０．２ 四国すまいづくり推進会議（整備局主催：四国）※四国厚生局より情報提供
Ｈ３０．４ 近畿地域包括ケア連絡会議（厚生局主催：近畿）
Ｈ３０．６ 地域包括ケアに関する市町村向けセミナー（厚生局主催：九州）
Ｈ３０．７ 地域包括ケアに関する市町村向けセミナー（厚生局主催：九州）
Ｈ３０．１２ さいたま新都心意見交換会 （厚生局主催：関東）

※上記のほか、住宅・福祉双方に係る議題について、随時、相互参加する等により連携を実施

地方整備局と厚生局が連携して、希望する市区町村に直接
伺って地域のすまいづくりの課題についての意見交換・情報交
換や、居住支援協議会等へのヒアリングを実施。

＜実績＞

・関東地方整備局、関東信越厚生局
７市、１村、５区に実施
※これ以外にも市区町村すまいづくり相談会において３市・１区と意見交換・情報交換
等を実施したほか、随時ヒアリングを実施。

・北陸地方整備局、中部地方整備局、東海北陸厚生局
のべ７市に実施

・中国地方整備局、中国四国厚生局
３市に実施

・九州地方整備局、九州厚生局
第１回政策クラフトルームにおいて４市・１町と意見交換
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